
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
五
号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
四
項
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
十
条
第
二
項
（
同
令
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省

令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第

四
十
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令



二
頁

（
障
害
支
援
区
分
に
関
す
る
審
査
判
定
基
準
等
）

第
一
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
（
令
第
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
市
町
村
審
査
会
（
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
市
町
村
審
査
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
が
行
う
審
査
及
び
判
定
は
、
当
該
審
査
及
び
判
定
に
係
る
障
害
者
に
必
要
と
さ
れ
る
支
援
の
度
合
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
等
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
九
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
「
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
」
と
い
う
。
）
の
結

果
及
び
医
師
意
見
書
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
た
別
表
第
一
の
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
項
目
（
以
下
単
に
「
項
目
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
当
該
障
害
者
の
障
害
の
状
態
に
当
て
は
ま
る
も
の
に
係
る
点
数
又
は
当
該
点
数
を
各
群
に
つ
き
合
計
し
た
点
数
（
以

下
「
合
計
点
数
等
」
と
い
う
。
）
が
二
以
上
の
別
表
第
二
の
番
号
の
欄
に
掲
げ
る
番
号
（
以
下
単
に
「
番
号
」
と
い
う
。
）

に
係
る
同
表
の
条
件
の
欄
に
掲
げ
る
条
件
（
以
下
単
に
「
条
件
」
と
い
う
。
）
を
満
た
す
場
合
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ



三
頁

る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
番
号
に
係
る
同
表
の
区
分
等
該
当
可
能
性
の
欄
に
掲
げ
る
割
合
の
う
ち
最
も

高
い
も
の
（
当
該
最
も
高
い
も
の
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
最
も
高
い
も
の
に
係
る
番
号
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
）

に
係
る
条
件
の
み
を
満
た
す
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

一

非
該
当

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
非
該
当
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二

区
分
一

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
一
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）



四
頁

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三

区
分
二

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
二
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

四

区
分
三

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
三
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認



五
頁

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

五

区
分
四

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
四
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六

区
分
五

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
五
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）



六
頁

七

区
分
六

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
支
援
の
度
合

イ

当
該
障
害
者
に
係
る
合
計
点
数
等
が
、
別
表
第
二
の
区
分
六
の
項
の
い
ず
れ
か
の
番
号
に
係
る
条
件
を
満
た
す
場
合

に
お
け
る
支
援
の
度
合
（
障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の

度
合
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）

ロ

障
害
支
援
区
分
認
定
調
査
の
結
果
及
び
医
師
意
見
書
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
当
該
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
支
援
の
度
合
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
都
道
府
県
審
査
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
判
定
業
務
を
都
道
府
県
に
委
託
し
た
市
町
村
に
つ
い
て
、
前
条
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
市
町
村
審
査
会
（
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
市
町
村
審
査
会
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
審
査
会
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法



七
頁

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省

令
第
二
条
第
四
号
」
を
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
第
一
条
第
五
号
」
に
、
「
同
条
第
五
号
」
を
「
同
条
第
六
号
」
に
、
「
同
条
第
六

号
」
を
「
同
条
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基

準
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
四
号
」
を
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関

す
る
省
令
第
一
条
第
五
号
」
に
、
「
同
条
第
五
号
」
を
「
同
条
第
六
号
」
に
、
「
同
条
第
六
号
」
を
「
同
条
第
七
号
」
に
改



八
頁

め
る
。

（
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
う
ち
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
百
八
条
第
一
項
第
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中

「
障
害
程
度
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
四
十
号
」
を
「
障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
」
に
、
「
第
二
条
第
三
号
」
を
「
第
一
条
第
四
号
」
に
、
「
第
二
条
第
四
号
」
を
「
第
一
条
第
五

号
」
に
、
「
第
二
条
第
五
号
」
を
「
第
一
条
第
六
号
」
に
、
「
第
二
条
第
六
号
」
を
「
第
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。


